
 
 
 

定例監査及び随時監査の結果に係る措置状況について 

 
地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく定例監査の結果及び同条第５項

の規定に基づく随時監査の結果（令和７年１０月２９日付け公表）に係る措置状況の通知

が別紙のとおりあったので、同条第１４項の規定により公表する。 
 
                                
  令和７年１２月９日  
 
                    山形市監査委員 山 川 稔 彦 
                       同    伊 藤 明 彦 
                       同    鈴 木   進 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
（様式） 

   ス  第 ２１３ 号 

令和７年１１月２８日 
 

   山形市監査委員 様 
 
                        山形市長 佐藤 孝弘    
 

文化スポーツ部定例監査結果についての措置状況（通知） 
 令和７年１０月２９日付けで通知のあった定例監査の結果について、下記のとおり措

置を講じたので通知します。 
記 

課 等 名 監 査 の 結 果               措 置 状 況               

文化スポーツ部 
スポーツ課 

指摘事項 
 次のとおり是正又は改善を要す

る事項があったので、適切な措置を

講じられたい。 

 

１ 山形市スポーツ協会補助金の

交付事務において、補助金の額の

確定通知書に事業完了後払の交

付請求方法が記載されていなか

った。 

１ 今後は、財務会計の手引に基づ

き、適切な補助金交付事務を行っ

てまいります。 

 

２ 備品の管理において、次のよう

なものがあった。 
⑴ 現物が確認できないもの 

  ・ 採点板 
  ・ ウエイトリフティング用具

（バーベル） 
 

⑵ 保管換の手続きがされてい

ないもの  
  ・ 肘掛回転椅子 
  ・ 両袖机 
 

⑶ 使用不能なもの  
  ・ あん馬 

２  
 

⑴ 廃棄手続きが漏れていたた

め、直ちに廃棄手続きを行いま

した。今後は、財務規則に基づ

き、適切な備品管理を行ってま

いります。 

⑵ 保管換の手続きが漏れてい

たため、直ちに保管換手続きを

行いました。今後は、財務規則

に基づき、適切な備品管理を行

ってまいります。 

⑶ 備品確認時に、使用不能物品

を適切に判断し、直ちに廃棄手

続きを行ってまいります。 
３ 業務委託契約事務において、随

意契約の発注見通し及び契約締

結前情報の公表が、契約を締結す

る前に行われていないものがあ

った。 
 ・ 山形市ゲートボール場等維持

管理業務（長期継続契約） 
 ・ 山形市あかねヶ丘陸上競技場

環境整備業務（長期継続契約） 

３ 他の業務委託契約も含め、発注

見通し及び契約締結前情報等の

公表について確認しました。今後

は、契約規則等に基づき、適切な

契約事務を行ってまいります。 



 
 ４ 山形市蔵王体育館温水ボイラ 

ー修繕工事において、指定管理者

の費用及び責任において実施す

べき130万円未満の管理物件の修

繕が、市費で修繕されていた。 

４ 今後は、蔵王体育館等の管理運

営に関する基本協定書第９条に

基づき、適切に修繕等の業務を行

ってまいります。 

５ 行政財産の目的外使用許可事

務において、許可申請書に記載さ

れた使用面積の算出根拠が不明

確なものがあった。 
・ 山形市総合スポーツセンター

（大会時の売店出店のため） 

５ 図面の提出を求め、面積の再確

認を行いました。 
今後は、適切な財産の使用許可

に細心の注意を図ってまいりま

す。 

６ 女子スキージャンプワールド

カップ蔵王大会実行委員会の経

理事務において、会計処理規程に

定められた会計年度の出納閉鎖

日を過ぎた支出を、前年度分に帰

属する支出としているものがあ

った。 

６ 今後は、実行委員会の規程に基

づく会計処理を徹底し、適切な経

理事務を行ってまいります。 

 



 
（様式） 

   介 保 第１２４４号 

令和７年１１月１８日 
   山形市監査委員 様 
                       山形市長 佐 藤 孝 弘 
 

福祉推進部定例監査結果についての措置状況（通知） 
 令和７年１０月２９日付けで通知のあった定例監査の結果について、下記のとおり措

置を講じたので通知します。 
記 

課 等 名 監 査 の 結 果               措 置 状 況               

 
介護保険課 

指摘事項 
次のとおり是正又は改善を要す

る事項があったので、適切な措置を

講じられたい。 

 

１ 備品の管理において、現物が確

認できないものがあった。 

・ 電気洗濯機 

１ 備品の廃棄手続きが漏れてい

たため、直ちに廃棄手続きを行い

ました。今後は財務会計の手引に

基づき、適切な備品管理を行って

まいります。 

 



 
 

   教（総）第３７４号 

令和７年１１月２８日 
 

   山形市監査委員 様 
                         山形市教育委員会 
    
 

山形市教育委員会定例監査及び随時監査結果についての措置状況（通知） 
 
 令和７年１０月２９日付けで通知のあった定例監査及び随時監査結果について、下記

のとおり措置を講じたので通知します。 
 

記 
１ 定例監査 

課 等 名 監 査 の 結 果               措 置 状 況               

商業高等学

校 
指摘事項 

次のとおり是正又は改善を要す

る事項があったので、適切な措置を

講じられたい。 

 

１ 予算の執行事務において、予算

執行伺兼支出負担行為書の決裁

区分を誤っているものがあった。 

 ・ 教務指導書 

 ・ 指導者用デジタル教科書・教

務指導 

 ・ 第１体育館ネットワークカメ

ラ配線・設置工事  

 ・ 第１体育館・輸誠ホール無線

アクセスポイント配線・設置工

事 

１ 今後は、市長の権限に属する事

務の補助執行に関する規則及び

山形市事務代決及び専決に関す

る規程を確認のうえ、適切な予算

執行を行ってまいります。 

２ 施設の管理状況において、寄附

で受け入れた工作物を公有財産

台帳に登録するための異動の事

項について、所管部長に対して文

書による通知がされていなかっ

た。 

 ・ ポール型太陽光電池時計塔

（野球場） 

２ 直ちに、所管部長に対して文書

による通知を行いました。今後は

山形市公有財産の取得、管理及び

処分に関する規則、山形市公有財

産管理等に関する事務取扱要領

に基づき、適切な施設管理を行っ

てまいります。 

３ 教職員の出退勤管理において、

出退勤管理カードが交付されて

いなかった。 

３ 教職員の出退勤管理について

は、出退勤管理カードを交付し運

用することは現状では困難であ

ることから、山形市教育委員会職



 
員服務規程を改正し現状に則し

た運用で対応いたします。将来的

な出退勤管理カードの交付につ

いては、今後も検討してまいりま

す。 

４ 山形市立商業高等学校ＰＴＡ

の経理事務において、次のような

ものがあった。 

⑴ 資金前渡で支出した資金に

ついて、精算書処理がされてい

ないもの 

 

 

 

⑵ 立替払をしているもの 

 

 

 

 

⑶ 収入伝票に前年度の資料が

添付されているもの 

 

 

 

⑷ 規約に定められた会計年度

の末日を過ぎた収入を、前年度

分として帰属させ処理してい

るもの 

 

４  

 

 

 ⑴ 資金前渡で支出した資金は

精算書処理を必ず行うよう職

員への指導を徹底し、山形市商

業高等学校準公金取扱マニュ

アルに基づき適正な経理事務

を執行してまいります。 
 ⑵ 立替払は厳に慎み、同様の支

払いが必要となる場合には、資

金前渡で対応するよう職員へ

の指導を徹底し、適正な経理事

務を執行してまいります。 

 ⑶ 伝票作成にあたっては細心

の注意を払い処理するととも

に、添付資料についても複数名

で確認し、適正な経理事務を執

行してまいります。 

 ⑷ 収入の帰属する会計年度に

ついて職員への指導を徹底し、

規約に基づく適正な経理事務

を執行してまいります。 

 
２ 随時監査 

課 等 名 監 査 の 結 果               措 置 状 況               

商業高等学

校 
意見 

 次のとおり事務事業における改

善等で、必要と認められる事項があ

ったので適切な措置を講じられた

い。 

 

１ 市立商業高等学校における現

金等の取扱いにおける不祥事を

受け、再発防止の観点から、学校

内で取扱われている現金等（学校

徴収金、団体徴収金等）の管理状

況について随時監査を執行した

ところ、次のようなものがあっ

 

 

 

 

 

 

 



 
た。 

・ 山形市立商業高等学校会計管

理規程においては、公金等の適

正な管理を確保するため、山形

県教育委員会公金等管理要領、

学校徴収金及び団体徴収金の

事務処理について及び部活動

「部費」会計事務処理基準が記

載されているが、それらの関係

性が明確なものとなっていな

かった 

 ・ 山形市立商業高等学校会計管

理規程をはじめ、各要領等の解

釈が曖昧であり、その実務上の

取扱いについては担当の教職

員の判断に任せられていた。ま

た、教職員においては、規程・

要領等に基づく事務処理では

なく、前任の担当者から引き継

いだやり方での事務処理など

が行われているものが見受け

られた 

 ・ 毎年度作成することとされて

いる公金等管理台帳が令和６

年度まで作成されていなかっ

たため、学校で取扱う公金等の

範囲や管理状況の全体像が把

握されていなかった  

 ・ 保護者会が行う部費会計につ

いて、顧問は毎年４月末（また

は保護者会総会後）に決算書等

の写しを教頭経由で校長に報

告することとされているが、顧

問が全く関与していない会計

があった 

 ・ 会計責任者は毎年１０月事務

長を経由して校長に通帳と経

理簿等関係帳簿等を提出し、点

検を受けることとされている

が、点検を行っていない会計が

あった 

 ・ 決裁者と出納担当を区別し、

実質的に１人で事務処理を行

うことのないようにすること

とされているが、担当の教職員

 

・山形県教育委員会公金等管理要

領、学校徴収金及び団体徴収金の事

務処理について及び部活動「部費」

会計事務処理基準の関係性が明確

なものとなるよう、山形市立商業高

等学校会計管理規程の見直しを図

ってまいります。 

 

 

 

・会計管理規程等に基づき、適正な

事務処理が行われるよう教職員に

指導してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校で取扱う公金等の範囲や管理

状況の全体像が把握できるよう、公

金等管理台帳の作成を徹底してま

いります。 

 

 

・顧問による校長への報告につい

て、徹底してまいります。 

 

 

 

 

 

・令和７年度は、管理職による１０

月の点検を実施しました。今後につ

きましても確実に実施してまいり

ます。 

 

 

・決裁について、校長をはじめとす

る管理職の決裁を必ず得た後に事

務処理を行うよう徹底してまいり

ます。 



 
１人が事務処理を行っている

ものがあった 

 ・ 収入、支出の伺いには領収書

等を添付することとされてい

るが、収入、支出伺が作成され

ておらず、領収書のみが保管さ

れているものがあった 

 ・ 預金通帳、通帳印は同一人が

保管することのないようにす

ることとされているが、同一教

職員が保管しているものがあ

った 

 ・ 山形県教育委員会公金等管理

要領・学校徴収金及び団体徴収

金の事務処理について・部活動

「部費」会計事務処理基準と異

なった事務の取扱いをしてい

るものが数多く見受けられた 

 

これらは、適正に事務が執行され

ていない事項などの一部であるこ

とから、学校全体として公金等の取

扱いについての認識が希薄であり、

管理職による教職員への指導が徹

底されていないという印象を強く

受けたところである。学校には、会

計処理の基準となる山形市立商業

高等学校会計管理規程があるもの

の、その内容について教職員の認識

が薄く、また、独自に解釈をしてい

るものも見受けられたところであ

る。 

令和７年７月２３日付けで山形

市立商業高等学校会計管理規程は

一部改訂、また、部費会計事務処理

基準は新たに策定され、それらの規

程等に基づいた会計処理に取り組

み始めている。学校で独自に定めた

規程及び基準は、県の通知文の内容

を参考としているものと思われる

が、学校で定めた内容と県の通知内

容とが異なる部分やそれらの関係

性が明確となっていないものが見

受けられたところである。 

今後、公金等の実務上における取

 

 

・収入、支出の伺いの作成を徹底し

てまいります。 

 

 

 

・令和７年７月から、通帳印は事務

長、預金通帳は事務次長が保管して

おります。 

 

 

・山形県教育委員会公金等管理要

領・学校徴収金及び団体徴収金の事

務処理について・部活動「部費」会

計事務処理基準に則った適正な事

務処理が行われるよう、教職員への

指導を徹底してまいります。 

 

 商業高校におきましては、山形市

立商業高等学校会計管理規程等を

精査し必要な修正を行い、これらの

規程等の内容及び公金等の取扱い

に係る責任やリスクを全職員で再

確認します。 

 加えて、管理職による事務手続の

流れや遵守すべき事項について教

職員への指導を徹底し、適正な事務

執行に取り組んでまいります。 

 教育委員会におきましても、商業

高校を含め、市立学校における公金

等の取扱いについて、適正な事務執

行を図るため必要な指導を徹底し

てまいります。 

 また、市立学校における学校徴収

金・団体徴収金等の取扱いについて

は、小中学校の実態把握を行いなが

ら、統一した基準の作成を含め、不

正を未然に防ぐ方策を検討してま

いります。 

 



 
扱いを明確にし、規程等の内容を整

理されるとともに、加えてその内容

について全職員で再認識し、適正な

事務執行に取り組まれたい。 

市立小中学校にも同様に学校徴

収金・団体徴収金等の取扱いがある

と思われる。市教育委員会として統

一した基準を作成し、不正を未然に

防ぐ取り組みをより一層強化する

ことを望むものである。 

なお、輸誠同窓会の会計事務は、

「学校とは別組織であるとの認識

から、管理職が会計の状況を把握し

ておらず回答できない」との理由で

調査シートの提出がなかったため、

監査することができなかったこと

を申し添える。 

 


